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大町市条例第４２号 

 

 

   市立大町総合病院医師研究資金貸与条例 

 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、市立大町総合病院（以下「病院」という。）における医師

不足を解消し、医療の確保を図るため、病院において医師としてその業務に従

事する者に、医師研究資金（以下「研究資金」という。）を貸与することにつ

いて必要な事項を定めることを目的とする。 

 （貸与対象者） 

第２条 研究資金の貸与を受けることができる者は、臨床研修（医師法（昭和  

２３年法律第２０１号）第１６条の２第１項に規定する臨床研修をいう。）を

修了した医師で、次に掲げる医療機関等から転入し、病院で常時勤務を要する

職員として診療業務に従事する者とする。 

（１）県外の医療機関等 

（２）その他病院事業管理者（以下「管理者」という。）が特に認めたもの 

 （研究資金の種類等） 

第３条 研究資金の種類等は次の表のとおりとする。ただし、長野県医師研究資

金貸与規程（平成１９年長野県告示第１３１号）に基づく医師研究資金の貸与

を受けている者は、その貸与された額を次表の額から控除した額とする。 

研究資金の種類 貸与の期間 貸与の額 区   分 

５００万円 専門医の認定を有する者 
３年資金 ３年間 

３００万円 専門医の認定を有しない者 

３００万円 専門医の認定を有する者 
２年資金 ２年間 

２００万円 専門医の認定を有しない者 

 （研究資金の返還） 

第４条 研究資金の貸与を受けた者（以下「被貸与者」という。）は、管理者の

指定する期日までに、貸与を受けた研究資金の額に、別に定める利息を加えた

額（以下「返還債務」という。）を返還しなければならない。 

 （返還債務の免除） 

第５条 管理者は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、返還債務

を免除する。 

（１）第２条に規定する業務に従事した期間が、３年資金の貸与を受けた者にあ

っては３年以上、２年資金の貸与を受けた者にあっては２年以上経過したと

き。ただし、管理者が不適当と認めた場合は除く。 

（２）前号に規定する期間中に業務上の理由により死亡し、又は業務上に起因す

る心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。 
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２ 管理者は、被貸与者が死亡し、又は心身の故障その他やむを得ない理由によ

り、返還債務の額を返還することができなくなったときは、当該返還債務の全

部又は一部を免除することができる。 

３ 管理者は、３年資金の貸与を受けた者が、第２条に規定する業務に２年以上

従事し、かつ、やむを得ない理由のため業務を継続することができなくなった

ときは、返還債務の額に３分の２を乗じて得た額を免除することができる。 

 （委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管

理者が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成２０年１月１日から施行する。 


